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告示 1 美術展出品料負担金の納付に係る指定納付受託者の指定について デジタル戦略室

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



                           姫路市告示第  １ 号 

                             令和 ８年 １月 ５日 

 

                   姫路市長  清 元 秀 泰 

 

美術展出品料負担金の納付に係る指定納付受託者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定に基づき、

美術展出品料負担金の納付について、下記のとおり指定納付受託者を指定したので、

同条第２項の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定納付受託者の名称 

ＰａｙＰａｙ株式会社 

 

２ 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地 

東京都千代田区紀尾井町１番３号 

 

３ 指定納付受託者に指定をした日 

令和８年（2026年）１月１日 

 

４ 指定納付受託者が取り扱うことができる歳入の種類 

美術館総務課における美術展出品料負担金 


